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�愛媛県告示第１１２７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸機能障
害

内 科 Ｄｒ．盛次診療所 盛 次 義 隆 伊予郡松前町大字筒井１５４０番地 平成
２４年９月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 医療法人隆典会片木
脳神経外科 藤 澤 睦 夫 今治市別名２７４番地 平成

２４年９月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 医療法人隆典会片木
脳神経外科 山 下 史 朗 今治市別名２７４番地 平成

２４年９月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 愛媛県立今治病院 小 田 眞 平 今治市石井町４丁目５番５号 平成

２４年９月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人徳善会松岡
整形外科医院 松 岡 元 法 四国中央市川之江町３２９番地１ 平成

２４年９月１日

肢体不自由・呼吸器機能障害 小 児 科 住 友 別 子 病 院 竹 本 幸 司 新居浜市王子町３番１号 平成
２４年９月１日

心臓・じん臓・呼吸器機能障害 内 科 西予市立宇和病院 渡 部 洋 輔 西予市宇和町卯之町一丁目２４６番地１ 平成
２４年９月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

トーヨ調剤薬局 西条市北条１６３７－２ 栗林薬品株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２４年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２４０３号 平成２４年９月１４日

平成２４年９月１４日金曜日 第２４０３号

愛 媛 県 報

７６４
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�愛媛県告示第１１２９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス伊予津島店 宇和島市津島町高田
丙１２８番地

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 １，６３３� １，４３２� 平成２４年

９月７日
平成２４年
８月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後８時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時から午後８
時３０分まで

午前８時３０分から午
後１０時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１３０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに鬼北町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス広見店 北宇和郡鬼北町大字
芝５８番地

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ２，０５６� １，５９０� 平成２４年

９月１９日
平成２４年
８月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後８時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時から午後８
時３０分まで

午前８時３０分から午
後１０時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに鬼北町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号

７６５
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�愛媛県告示第１１３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市萩原、上難波、才之原、正岡神田、柳原、鹿峰その他の北条

市畑地帯総合土地改良区の地区内地域に係る県営土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良

事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・北条地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年９月１８日から１０月１６日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第１１３３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市朝倉北乙１３の３、朝倉上乙１１５５の４、朝倉南丙１０３の１、

丙１０５の１、丙１２３の１、丙１３０の２８、丙１３８の３、丙１４０の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１３１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス愛南店 南宇和郡愛南町御荘
平城３９９５番地１

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ２，０２０� １，７４３� 平成２４年

９月７日
平成２４年
８月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後８時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時から午後８
時３０分まで

午前８時３０分から午
後１０時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号

７６６
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上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市氷見土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２４年９月１４日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

退 任

�������
�愛媛県告示第１１３５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年９月１４日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年９月７日

３ 指定道路の位置

四国中央市上分町字町西６７６番の一部及び６８１番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２３．９１メートル

� 幅員 ４．００メートル

�愛媛県告示第１１３６号
東温市揚畑田土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 東温市揚畑田土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画

書の写し

� 東温市揚畑田土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２４年９月１４日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１１３７号
東温市吉久土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 東温市吉久土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書

の写し

� 東温市吉久土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２４年９月１４日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�愛媛県告示第１１３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年９月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１１３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 實 西条市氷見丙７９６番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２１号

平成２４年９月６日
伊予郡松前町大字西高柳字法道寺２８８番２・２８９番１・２８９番２・２８９番３

伊予郡松前町大字西古泉２８５番地１

有限会社アットホーム

代表取締役 田 原 信 幸

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号
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公 告
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�公 告

平成２３年度財団法人都道府県会館建物共済事業及び機械損害

共済事業の経営状況の公表について

財団法人都道府県会館理事長山田啓二から通知のあった平成２３年

度財団法人都道府県会館建物共済事業及び機械損害共済事業の経営

状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第

３項の規定により、次のとおり公表する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 建物共済事業

� 分担金その他収入 １，３８８，５５０，１２３円

� 災害共済金その他支出 ５３８，６４３，６９５円

� 正味財産 １，７１３，４８６，３１７円

２ 機械損害共済事業

� 分担金その他収入 ７８５，５１１，４８８円

� 災害共済金その他支出 １６７，０３３，９３０円

� 正味財産 ６９０，８６１，５７５円

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字吉野２１５７番２から

同町大字吉野２１６５番２まで

平成２４年９月１９日

１３：００

〃 〃
北宇和郡松野町大字吉野３７７８番３から

同町大字吉野２９４５番２まで
〃

〃 〃
北宇和郡松野町大字吉野１８２番２から

同町大字吉野１０番３まで
〃

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年９月５日
特定非営利活動法人
市民後見サポートセンターえひ
め

野 垣 康 之 愛媛県松山市一番町４丁目１番１６
号むらかみビル３階

この法人は、広く一般市民に対して、成年後見
制度の普及活動及び市民後見人の養成等をし、
法定後見、任意後見等の被後見人等及び成年後
見制度利用を必要とする市民の権利擁護に関す
る事業を行い、地域福祉との連携及び被後見人
等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１７日
特定非営利活動法人
愛媛県不動産コンサルティング
協会

竹 内 学 松山市小坂四丁目２０番２９号
この法人は、不動産コンサルティング技能登録
者として専門的な知識と技能を活用し、社会の
人々に対して、不動産に関する知識の普及、向
上、調査、研究、講習、研修等の活動を行い、
もって環境に優しいまちづくりを通して、社会
全体の利益の増進と、しあわせづくりに寄与す
ることを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号

７６８
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第５０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２４年９月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２４年９月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年８月７日 ＮＰＯ法人 ありがとう 山 本 諭 松山市東石井六丁目４番３６号 この法人は、主に愛媛県内及び徳島県内のシニ
ア世代の方や身体に障害を持つ方々の暮らしを
支え、子供たちの未来を育む活動を、地域の人
材を最大限に活かした方法で実現することによ
り、全ての人が明るい笑顔を浮かべることので
きる社会づくりを実現することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年８月２３日
特定非営利活動法人
日本リラクゼーション整体安眠
ケア協会

渡 部 真 理 松山市西一万町１０番２号メゾンド
レーブ４０２号

この法人は、ストレスを抱える人達に対して、
両手の平で体を温める整体によってふれあいを
深め、心の緊張をほぐし、ストレスの原因であ
る悩みや相談を行う事業と支援スタッフの育成
事業を通じて、精神的な病気予防に寄与するこ
とを目的とする。

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

国民の生活が第一愛媛県参議院選挙
区第１総支部 友 近 聡 朗 内 田 宝 寿 松山市本町七丁目２４ 平成２４年８月１日 政党の支部

田村昭子後援会 石 丸 常 金 子 基 綱 上浮穴郡久万高原町入野１３１７－１ 平成２４年８月７日

国政守後援会 国 政 守 国 政 三宝光 四国中央市中之庄町６９４－４ 平成２４年８月８日

すえひろ会後援会 松 末 博 年 松 末 千 鶴 東温市志津川１５５－２ 平成２４年８月２２日

自由民主党愛媛県松山市第十五支部 菊 池 伸 英 武 知 和 久 松山市和泉北一丁目１－１４ 平成２４年８月２７日 政党の支部

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

県政と環境を考える会 主たる事務所の所在地 松山市二番町四丁目２－９ 松山市湊町六丁目６－２ 平成２４年８月２３日

代 表 者 白 石 浩 司 水 島 眞

会 計 責 任 者 福 應 源 輝 白 石 浩 司

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年９月１４日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

デジタルＸ線テレビシステムの購入

� 購入物品名及び数量

デジタルＸ線テレビシステム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２５年１月３１日まで

� 納入場所

愛媛県今治市石井町四丁目５の５

愛媛県立今治病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年１０月９日（火）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年１０月２４日（水）か

ら平成２４年１０月２６日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１０月２６日は午

後１０時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年１０月２６日（金）午後１０時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２４年１０月２６日（金）午前１１時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２４年１０月９日（火）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

�愛媛県選挙管理委員会告示第５２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２４年９月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

国 政 守 四国中央市議会議員 国政守後援会 四国中央市中之庄町６９４－４ 国 政 守 平成２４年８月８日

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号
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雑 報

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Digital

X-ray Television System，１ set

� Time limit of tender：１０：５９ a．m．，２６ October２０１２

	 For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�公 告

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第３４条第４項の規定に基づき、公立大学法人愛媛県立医療技術大学の平成２３年度に係る財

務諸表について、次のとおり公告する。

平成２４年９月１４日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

理事長 井 出 利 憲

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号

７７１



貸 借 対 照 表
（平成２４年３月３１日）

【単位：円】

勘 定 科 目 金 額

資産の部
� 固定資産
１ 有形固定資産

建物 １，２８５，８１８，５００
建物減価償却累計額 △９３，９８４，９７５ １，１９１，８３３，５２５

構築物 ５，１９７，５００
構築物減価償却累計額 △６０６，３７５ ４，５９１，１２５
工具器具備品 ８８，０４９，１２０
工具器具備品減価償却累計額 △２５，９３４，９６４ ６２，１１４，１５６

図書 ２９０，９０１，２７８
有形固定資産合計 １，５４９，４４０，０８４

２ 無形固定資産
ソフトウェア ７，４７０，０２２
電話加入権 １８，０００
無形固定資産合計 ７，４８８，０２２

固定資産合計 １，５５６，９２８，１０６
� 流動資産

現金及び預金 ２００，５１２，０９５
未収入金 ６，９７１，０６６
たな卸資産 ５３５，２６７
前払費用 １，１２９，４６５

流動資産合計 ２０９，１４７，８９３
資産合計 １，７６６，０７５，９９９

負債の部
� 固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金等 １６，９５４，６５１
資産見返補助金等 ４，４３２，４０１
資産見返寄附金 ８，１１３，３５０
資産見返物品受贈額 ２８７，２２７，１３５ ３１６，７２７，５３７

長期未払金
長期リース債務 ３６，４７１，４４９ ３６，４７１，４４９
固定負債合計 ３５３，１９８，９８６

� 流動負債
運営費交付金債務 １５，０７５，６７８
寄附金債務 １，４０９，１２７
前受受託研究費等 １，９２８，２４０
未払金 ３１，２０３，２４７
リース債務 １３，０６３，０２３
未払費用 １３，１４９，７２３
未払消費税等 ４３，３００
預り科学研究費補助金 ２４６，１８９
預り金 ２，１０９，７８２

流動負債合計 ７８，２２８，３０９
負債合計 ４３１，４２７，２９５

純資産の部
� 資本金

地方公共団体出資金 １，２８５，０１０，０００
資本金合計 １，２８５，０１０，０００

� 資本剰余金
資本剰余金 １８，０００
損益外減価償却累計額（△） △９３，８９９，２０８

資本剰余金合計 △９３，８８１，２０８
� 利益剰余金
教育研究の質の向上並びに組織運
営及び施設整備の改善積立金 １７，４９２，４６４
当期未処分利益 １２６，０２７，４４８
（うち当期総利益 １２６，０２７，４４８）

利益剰余金合計 １４３，５１９，９１２
純資産合計 １，３３４，６４８，７０４

負債純資産合計 １，７６６，０７５，９９９
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損 益 計 算 書
（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

【単位：円】

勘 定 科 目 金 額

経常費用
業務費
教育経費 ６７，８７５，７３５
研究経費 ２８，６２１，２１６
教育研究支援経費 １３，３８８，３７９
受託研究費 ７１，７６０
受託事業費 ２，１３６，２７６
役員人件費 ３９，１８８，２０１
教員人件費 ４６４，５４０，７８７
職員人件費 １０６，４５５，８５０ ７２２，２７８，２０４
一般管理費 ６７，８９７，７５５
財務費用
支払利息 ６７８，９９９ ６７８，９９９

経常費用合計 ７９０，８５４，９５８

経常収益
運営費交付金収益 ６８０，１２６，０１９
授業料収益 １８４，３１５，２００
入学金収益 ２９，３５６，２００
検定料収益 ７，６５０，０００
受託研究等収益 ７１，７６０
受託事業等収益 ２，２３９，７４３
寄附金収益 １，８９１，０４４
補助金等収益 ９３，０００
資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金等戻入 １，０００，８６０
資産見返寄附金戻入 ３９０，０３８
資産見返補助金等戻入 １０６，５９９
資産見返物品受贈額戻入 ５，５５５，８２１ ７，０５３，３１８
財務収益
受取利息 ６１，６３９ ６１，６３９
雑益
財産貸付料収益 ２０７，１１０
手数料収入 ７４，５００
物品等売払収入 ６７５，９２０
雑益 ３，０６６，９５３ ４，０２４，４８３

経常収益合計 ９１６，８８２，４０６

経常利益 １２６，０２７，４４８

臨時損失
承継消耗品費 ２３，９０８ ２３，９０８

臨時利益
物品受贈益 ２３，９０８ ２３，９０８

当期純利益 １２６，０２７，４４８

当期総利益 １２６，０２７，４４８
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区 分 金 額

� 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出 △８３，２７４，７７０
人件費支出 △６９４，３２２，５７３
その他の業務支出 △５７，８８１，７５４
運営費交付金収入 ７０４，６６９，２７８
授業料収入 １８１，６３６，２００
入学金収入 ２９，３５６，２００
検定料収入 ７，６５０，０００
受託研究等収入 ２，０００，０００
寄附金収入 ２，０００，０００
その他の収入 ４，４０２，７８７
小計 ９６，２３５，３６８

業務活動によるキャッシュ・フロー ９６，２３５，３６８

� 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △１７，４９２，４６４
有形固定資産の取得による支出 △８，８４３，６２４
小計 △２６，３３６，０８８

利息の受取額 ６１，６３９
投資活動によるキャッシュ・フロー △２６，２７４，４４９

� 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △１２，６２６，４２７
小計 △１２，６２６，４２７

利息の支払額 △６７１，８２３
財務活動によるキャッシュ・フロー △１３，２９８，２５０

� 資金増加額 ５６，６６２，６６９

� 資金期首残高 １２６，３５６，９６２

� 資金期末残高 １８３，０１９，６３１

キャッシュ・フロー計算書
（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

【単位：円】
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勘 定 科 目 金 額

� 当期未処分利益 １２６，０２７，４４８
当期総利益 １２６，０２７，４４８

� 利益処分額
積立金 ８０，１８６，０９１
地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の承
認を受けた額
（教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善
積立金）

４５，８４１，３５７ ４５，８４１，３５７ １２６，０２７，４４８

利益の処分に関する書類
（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

【単位：円】
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勘 定 科 目 金 額

� 業務費用
� 損益計算書上の費用

業務費 ７２２，２７８，２０４
一般管理費 ６７，８９７，７５５
財務費用 ６７８，９９９
臨時損失 ２３，９０８ ７９０，８７８，８６６

� （控除）自己収入等
授業料収益 △１８４，３１５，２００
入学金収益 △２９，３５６，２００
検定料収益 △７，６５０，０００
受託研究等収益 △７１，７６０
受託事業等収益 △２，２３９，７４３
寄附金収益 △１，８９１，０４４
資産見返寄附金戻入 △３９０，０３８
財務収益 △６１，６３９
雑益 △１，７１７，４８３ △２２７，６９３，１０７

業務費用合計 ５６３，１８５，７５９

� 損益外減価償却相当額 ４６，９４９，６０４

� 引当外賞与増加見積額 ５２０，８５２

� 引当外退職給付増加見積額 △１８，０４８，０１１

� 機会費用
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料によ
る賃借取引の機会費用 ８２，９８２，９５５
地方公共団体出資の機会費用 １１，９６３，８４５ ９４，９４６，８００

� 行政サービス実施コスト ６８７，５５５，００４

行政サービス実施コスト計算書
（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

【単位：円】
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注 記
� 重要な会計方針

当事業年度より、「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（平成２４年３月３０日総務省告示第１４０号改訂）並

びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ」（平成２４年４月改訂 総務省自治行政局

総務省自治財政局 日本公認会計士協会）を適用していています。

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金及び派遣職員人件費については費用進行基準を採用しています。

２．減価償却の会計処理方法

� 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、県から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却し

ています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 １１年～２７年

構築物 １０年

工具器具備品 １年～５年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８５）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金

から控除して表示しています。

� 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいています。

３．引当金の計上基準

� 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、職員に支給する賞与のうち、翌期の運営費交付金により財源措置されるものについては、行政サービス実施コスト計算書に

おける引当外賞与増加見積額として、当事業年度末の支給対象期間に応じた支給見込額から前年度末の同見込額を控除した額を計上

しています。

� 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第８７に基づき計算された

退職一時金に係る当事業年度末の引当外退職給付見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しています。

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品について、最終仕入原価法を採用しています。

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

� 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

愛媛県から無償貸付されている土地、建物については、愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則等に基づき使用料を算定し

ています。

� 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

１０年利付国債の平成２４年３月３０日の利回りを参考に０．９８５％で計算しております。

６．リース取引の会計処理

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

７．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

� 貸借対照表注記

１．翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 ３６，６１１，５０２円

２．翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 ５５１，３２２，９４２円

（愛媛県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いております。）
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� キャッシュ・フロー計算書注記

１．資金の期末残高の貸借対照表表示科目の内訳

現金及び預金 ２００，５１２，０９５円

うち定期預金（控除） １７，４９２，４６４円

資金期末残高 １８３，０１９，６３１円

２．重要な非資金取引

� 現物出資の受入による固定資産の取得

なし

� 無償譲与等による固定資産の受入

なし

� ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品 ２１，２２３，０００円

合計 ２１，２２３，０００円

� 行政サービス実施コスト計算書注記

１．引当外賞与増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る７４，００３円が含まれています。

２．引当外退職給付増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る△１７，７５２，９１４円が含まれています。

３．機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体（愛媛県）に係るものです。

� 金融商品に関する事項

� 金融商品の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金、国債、地方債、政府保証債等に限定しております。なお、現在は預金のみの運用となっており、運用先

の経営状況等の監視等を行っています。

� 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

【単位：円】

貸借対照表計上額（※） 時 価（※） 差 額

現金及び預金 ２００，５１２，０９５ ２００，５１２，０９５ ０

未払金 （４４，３９６，２７０） （４４，３９６，２７０） （０）

リース債務 （４９，５３４，４７２） （４９，２９２，８５２） （△２４１，６２０）

※負債に計上されているものは、（ ）で示しています。

（注）金融商品の時価の算定方法

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法により算定しています。

� 賃貸等不動産の時価等の開示に関する事項

該当事項はありません。

� 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

	 重要な後発事項

該当事項はありません。
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附 属 明 細 書
� 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第８５「特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第８８資産除去債務に係る特定の除去

費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

【単位：円】

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額 差 引

当期末残高
摘要

当期償却額

有形固定資産
（特定償却資
産）

建物 １，２８５，０１０，０００ － － １，２８５，０１０，０００ ９３，８９９，２０８ ４６，９４９，６０４ １，１９１，１１０，７９２

計 １，２８５，０１０，０００ － － １，２８５，０１０，０００ ９３，８９９，２０８ ４６，９４９，６０４ １，１９１，１１０，７９２

建物 ８０８，５００ － － ８０８，５００ ８５，７６７ ５４，１６９ ７２２，７３３

構築物 ５，１９７，５００ － － ５，１９７，５００ ６０６，３７５ ５１９，７５０ ４，５９１，１２５

有形固定資産 工具器具備品 ５５，０３９，８７０ ３３，００９，２５０ － ８８，０４９，１２０ ２５，９３４，９６４ １４，４１３，０７３ ６２，１１４，１５６ 注

図書 ２８８，５３１，３２４ ４，９７１，７０９ ２，６０１，７５５ ２９０，９０１，２７８ ２９０，９０１，２７８

計 ３４９，５７７，１９４ ３７，９８０，９５９ ２，６０１，７５５ ３８４，９５６，３９８ ２６，６２７，１０６ １４，９８６，９９２ ３５８，３２９，２９２

非償却資産
土地 － － － － －

計 － － － － － － －

土地 － － － － －

建物 １，２８５，８１８，５００ － － １，２８５，８１８，５００ ９３，９８４，９７５ ４７，００３，７７３ １，１９１，８３３，５２５

有形固定資産
の合計

構築物 ５，１９７，５００ － － ５，１９７，５００ ６０６，３７５ ５１９，７５０ ４，５９１，１２５

工具器具備品 ５５，０３９，８７０ ３３，００９，２５０ － ８８，０４９，１２０ ２５，９３４，９６４ １４，４１３，０７３ ６２，１１４，１５６

図書 ２８８，５３１，３２４ ４，９７１，７０９ ２，６０１，７５５ ２９０，９０１，２７８ ２９０，９０１，２７８

計 １，６３４，５８７，１９４ ３７，９８０，９５９ ２，６０１，７５５ １，６６９，９６６，３９８ １２０，５２６，３１４ ６１，９３６，５９６ １，５４９，４４０，０８４

ソフトウェア １０，７３０，１０１ １，２２７，４５０ － １１，９５７，５５１ ４，４８７，５２９ ２，３０５，１３７ ７，４７０，０２２

無形固定資産 電話加入権 １８，０００ － － １８，０００ １８，０００

計 １０，７４８，１０１ － － １１，９７５，５５１ ４，４８７，５２９ ２，３０５，１３７ ７，４８８，０２２

注）当期増加高の内訳

情報科学演習室コンピュータシステム（リース資産） ２１，２２３，０００円

多チャンネルテレメータシステム ２，１００，０００円

分娩介助ファントム １，２６０，０００円

内診モデル ５５１，２５０円

看護ケアトレーニングシミュレーター １，０５０，０００円

純水製造装置 ８５４，７００円

超純水製造装置 ２，５９３，５００円

リアルタイムＰＣＲ装置 ２，７７２，０００円

別館大講義室用プロジェクター ６０４，８００円

計 ３３，００９，２５０円

� たな卸資産の明細

【単位：円】

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要
当期購入 その他 払出 その他

貯蔵品（灯油） ２５６，２８４ ７，５９０，６９８ － ７，４７０，０８５ － ３７６，８９７

貯蔵品（郵券類等） ２４１，４４０ ９８２，９４０ － １，０６６，０１０ － １５８，３７０

計 ４９７，７２４ ８，５７３，６３８ － ８，５３６，０９５ － ５３５，２６７

注）たな卸資産は費用計上方式により会計処理しております。
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� 有価証券の明細

該当事項はありません。

� 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

� 長期借入金の明細

該当事項はありません。

� 引当金の明細

該当事項はありません。

� 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

� 保証債務の明細

該当事項はありません。

� 資本金および資本剰余金の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

資 本 金
地方公共団体出資金 １，２８５，０１０，０００ － － １，２８５，０１０，０００

計 １，２８５，０１０，０００ － － １，２８５，０１０，０００

資本剰余金

無償譲与 １８，０００ － － １８，０００

計 １８，０００ － － １８，０００

損益外減価償却累計額 △４６，９４９，６０４ △４６，９４９，６０４ － △９３，８９９，２０８

差引計 △４６，９３１，６０４ △４６，９４９，６０４ － △９３，８８１，２０８

� 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

教育研究の質の向上並びに組織運営
及び施設整備の改善積立金 － １７，４９２，４６４ － １７，４９２，４６４

合計 － １７，４９２，４６４ － １７，４９２，４６４

	 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

	－１ 運営費交付金債務

【単位：円】

交付年度 期首残高 交 付 金
当期交付額

当期振替額

期末残高運営費交付金
収 益

資 産 見 返
運営費交付金

建設仮勘定
見返運営費
交 付 金

資本剰余金 小 計

平成２３年度 － ７０４，６６９，２７８ ６８０，１２６，０１９ ９，４６７，５８１ － － ６８９，５９３，６００ １５，０７５，６７８

計 － ７０４，６６９，２７８ ６８０，１２６，０１９ ９，４６７，５８１ － － ６８９，５９３，６００ １５，０７５，６７８

	－２ 運営費交付金収益

【単位：円】

区 分 平成２３年度交付分 合 計

期間進行基準 ５８３，９３８，６６６ ５８３，９３８，６６６

費用進行基準 ９６，１８７，３５３ ９６，１８７，３５３

計 ６８０，１２６，０１９ ６８０，１２６，０１９

愛 媛 県 報平成２４年９月１４日 第２４０３号

７８０



� 地方公共団体等からの財源措置の明細

�－１ 施設費の明細

該当事項はありません。

�－２ 補助金等の明細

【単位：円】

区 分 当期交付額
当期振替額

摘 要
資産見返補助金等 補助金収益 その他

平成２３年度公立大学法人愛媛県立医
療技術大学機能強化事業費補助金 ４，６３２，０００ ４，５３９，０００ ９３，０００ ０

計 ４，６３２，０００ ４，５３９，０００ ９３，０００ ０

� 役員及び教職員の給与の明細

【単位：円、人】

区 分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人数 支給額 支給人数

常勤 ３２，２８６，８６９ ３．０ － －

役 員 非常勤 ５１０，０００ １．２ － －

計 ３２，７９６，８６９ ４．２ － －

常勤 ４５７，６９８，０２０ ６６．１ ２，６４９，４９３ ２

教職員 非常勤 １３，５５１，７７７ ２４．２ － －

計 ４７１，２４９，７９７ ９０．３ ２，６４９，４９３ ２

常勤 ４８９，９８４，８８９ ６９．１ ２，６４９，４９３ ２

合 計 非常勤 １４，０６１，７７７ ２５．４ － －

計 ５０４，０４６，６６６ ９４．５ ２，６４９，４９３ ２

注１）役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員報酬規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

注２）教職員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員給与規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の給与の支給等に関する細則、職員の住居手当に関する細則、職員の通勤手当の支給等に関

する細則、職員の単身赴任手当に関する細則、職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する細則、職員の特殊勤務手当の支給等に

関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員退職手当規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の退職手当に関する細

則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学有期雇用職員給与規程、非常勤講師の報酬額について（理事長決定）、日々雇用職員の賃金

日額について（事務局長決定）に基づき支給しております。

注３）役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

注４）支給額には法定福利費は含んでいません。

� 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

� 業務費及び一般管理費の明細

【単位：円】

教育経費
消耗品費 ９，０７３，２８７
備品費 １，０５１，１００
印刷製本費 １，６６５，８８５
水道光熱費 １１，８２８，８３８
旅費交通費 ３，３７９，３７９
通信運搬費 １，５４５，６３６
賃借料 ２９９，４３９
保守費 ６，６３２，７４２
修繕費 ４，８６３，３１１
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諸会費 ３４，０００
報酬・委託・手数料 １６，２１８，１９２
奨学費 ２，６７９，０００
減価償却費 ８，３４９，１２８
雑費 ２５５，７９８ ６７，８７５，７３５

研究経費
消耗品費 １１，４９０，７４２
備品費 ４，５７０，６４６
印刷製本費 ４６２，８００
水道光熱費 ２，３０８，２９０
旅費交通費 ４，５０２，７０９
通信運搬費 ４０１，２９４
保守費 １，３１７，４１９
修繕費 ２３７，２７０
諸会費 ４７７，５００
報酬・委託・手数料 １，５３５，３４３
減価償却費 １，２７５，６６６
雑費 ４１，５３７ ２８，６２１，２１６

教育研究支援経費
消耗品費 ２，０２２，６０１
印刷製本費 １９８，４５０
水道光熱費 １，３３５，７７３
旅費交通費 ３３２，２１５
通信運搬費 ２，６４４，３９７
賃借料 １１９，２８０
保守費 ７４９，００３
修繕費 ４４６，２５０
広告宣伝費 １０，５００
諸会費 ８６，３００
報酬・委託・手数料 ７３，１５６
減価償却費 ２，７６５，０２４
雑費 ３，６７５
図書費 ２，６０１，７５５ １３，３８８，３７９

受託研究費 ７１，７６０

受託事業費 ２，１３６，２７６

役員人件費
報酬
報酬 ２３，８２６，７７１
通勤手当 １１７，６００ ２３，９４４，３７１
賞与 ８，８５２，４９８
法定福利費 ６，３９１，３３２ ３９，１８８，２０１

教員人件費
常勤教員給与
本俸 ２５１，６３２，１０８
超過勤務手当 １，１０７，２２３
通勤手当 ４，１２５，９９６
その他の手当 ２２，４７６，４７６
賞与 ８８，０５１，４６３
退職給付費用 ２，６４９，４９３
法定福利費 ８７，４００，０２８ ４５７，４４２，７８７
非常勤職員給与
本俸 ７，０９８，０００ ７，０９８，０００ ４６４，５４０，７８７

職員人件費
常勤職員給与
本俸 ５６，４５０，９３６
超過勤務手当 ７，１３４，１０４
通勤手当 ９２６，７２０
その他の手当 ４，４１３，７５６
賞与 １９，５３７，０７５
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法定福利費 １１，３７３，７９９ ９９，８３６，３９０
非常勤職員給与
本俸 ６，３７５，４５３
超過勤務手当 ６，５６４
法定福利費 ２３７，４４３ ６，６１９，４６０ １０６，４５５，８５０

一般管理費
消耗品費 ５，８５４，６８０
備品費 ３２１，３７０
印刷製本費 ２，４８１，１５０
水道光熱費 ７，８６３，３０７
旅費交通費 ３，２９６，８２０
通信運搬費 ８３７，３３４
賃借料 １，４３９，００４
福利厚生費 ６６７，４７９
保守費 ８，０１６，５６２
修繕費 ９，３０３，１５１
損害保険料 ２，２００，４０５
広告宣伝費 ３４８，１８０
諸会費 １，０１８，１００
報酬・委託・手数料 １９，１８２，４４０
租税公課 ４８，０００
減価償却費 ４，９０２，３１１
雑費 １１７，４６２ ６７，８９７，７５５

� 寄附金の明細

【単位：円、件】

区 分 当期受入額 件 数 摘 要

奨学寄附金 ２，０００，０００ １

現物寄附（図書） ４９３，８８４ １０

合 計 ２，４９３，８８４ １１

� 受託研究の明細

該当事項はありません。

� 共同研究の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 その他 期末残高

共同研究 － ２，０００，０００ ７１，７６０ － １，９２８，２４０

合 計 － ２，０００，０００ ７１，７６０ － １，９２８，２４０

� 受託事業等の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 その他 期末残高

健康づくり情報等提供事業 － ２，２３９，７４３ ２，２３９，７４３ － ０

合 計 － ２，２３９，７４３ ２，２３９，７４３ － ０

� 科学研究費補助金の明細

【単位：円、件】

種 目 当期受入 件 数 摘 要

科学研究費補助金（文部科学省）
若手研究（Ｂ）

（６００，０００）
１８０，０００ １

日本学術振興会
基盤研究（Ｃ）

（３，４８０，０００）
１，０４４，０００ ３

日本学術振興会
若手研究（Ｂ）

（３，２００，０００）
９６０，０００ ２

日本学術振興会
基盤研究Ｂ（分担）

（１５０，０００）
４５，０００ １
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日本学術振興会
基盤研究Ｃ（分担）

（２５０，０００）
７５，０００ ３

日本学術振興会
挑戦的萌芽研究（分担）

（１０，０００）
３，０００ １

合 計 （７，６９０，０００）
２，３０７，０００ １１

（注）上段（ ）内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しています。

� 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

普通預金 １８３，０１９，６３１

定期預金 １７，４９２，４６４

計 ２００，５１２，０９５

資産見返物品受贈額の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

工具器具備品 ５２４，４８９

図書 ２８０，３３７，３２９

ソフトウエア ６，３６５，３１７

計 ２８７，２２７，１３５

未払金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

固定資産未払金 ６，０１５，９７１

その他未払金（人件費） ４，５７６，９７６

その他未払金（物件費） ２０，６１０，３００

計 ３１，２０３，２４７

未払費用の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

その他未払費用（物件費） １３，１４９，７２３

計 １３，１４９，７２３
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